


⑴  駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で１

箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

⑵  前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

第２２条の２中「派遣職員」の前に「第１号に掲げる場合にあっては、」を加え、「長

崎県市町村職員共済組合が取り扱う貯金の積立金及び遺族附加年金の掛金」を「次に掲

げるものの額」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴  長崎県市町村職員共済組合が取り扱う貯金の積立金及び遺族附加年金の掛金 

⑵  前号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、広域連合長が定めるもの 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  




